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弁護士・弁理士　森下　梓

商標判例読解46

（並行輸入に関するフレッドペリー事件の
品質管理要件が問題となった事例）
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★キーポイント
本判決は、外国製ジュエリーの日本における総
販売代理店である原告が、同製品を並行輸入
する被告に対し販売差止を求めたところ、同製
品はオーダー品であり、被告は原告を経由せず
に同製品を輸入販売しているから、フレッドペ
リー判決の並行輸入適法性に係る３要件のうち
「品質管理要件」を満たさないとして原告の請求
を認容した事案である。

第１　事案の概要
　本件は、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品等
に係る指定商品（第14類）にかかる以下の商標
　ＮＥＯＮＥＲＯ（標準文字）
及び

　（以下「本件商標」という。）につき商標権を有す
る株式会社ミツムラ（以下、「原告」という。）が、
株式会社ジュエリー・ミウラ（以下、「被告」という。）
による以下の標章

　（以下「被告標章」という。）が付された身飾品類
（以下、「被告商品」という。）の販売が本件商標権を
侵害すると主張して、被告に対し、商標法36条１項、
２項に基づき被告商品の販売差止め並びに廃棄を求
めた事案である。

第２　事実の概要
１　前提事実

（１）　当事者

原告は貴金属製品の製造及び卸売業を営む会
社であり、被告は宝石・貴金属類の輸入、加工
及び販売業を営む会社である。

（２）　原告の商標権

原告は、本件商標権を有しており、本件商標
を付した身飾品類（以下「原告商品」という。）
を販売している。

（３）　被告の行為

被告は、本件商標権の登録後、被告商品をイ
タリアのＰ．Ｖ．Ｚ．ｓｒｌ社（以下「ＰＶＺ社」
という。）から輸入し、販売している。
被告は、被告による被告商品の販売が本件商

標権と同一又は類似の商標の使用に当たること
を争わず、次の３点を理由に本件商標権の侵害
に当たらないと主張している。
（１）　先使用による商標の使用をする権利の存在
（２）　並行輸入による商標権侵害の違法性阻却
事由該当性

（３）　商標権の行使の権利濫用該当性

第３　裁判所の判断
　裁判所は、争点「（２）　並行輸入による商標権侵
害の違法性阻却事由該当性」について、大要以下の
通り判断した。なお、争点（１）及び争点（３）に
ついては割愛する１。

１（１）　原告は、平成25年３月頃から、ＰＶＺ社
に対し、同社が「ＰＩＺＺＯＤ’ＯＲＯ　ＮＥ
ＯＮＥＲＯ」又は「ＮＥＯＮＥＲＯ」のブラン
ド（以下「本件ブランド」という。）で製造販売
している身飾品の部品の型番、材質及び色、部
品の組合せ方その他の仕様を指定して身飾品の
製作を依頼してこれを輸入し、又はペンダント
のみの製作を依頼してこれを輸入した後に金具
やネックレスを付するなどした上、プライスタ
グを付け、独自のケースに入れた原告商品を販
売していた。原告が本件ブランド名で販売する
商品のうち、部品の組合せその他を原告独自の
仕様としたものは約85％である。

（２）　被告は、平成26年２月頃から、ＰＶＺ社に
対し、本件ブランド名で製造販売している身飾
品の部品の型番のほか、材質、色、ネックレス
の長さその他の仕様を指定して被告商品の製作


